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○日立市放課後児童健全育成事業実施要綱 

令和２年７月１日 

教委告示第２号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の８第１項の規定に基づき、

日立市が小学校において放課後児童健全育成事業を実施することに関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（放課後児童クラブの設置） 

第２条 放課後児童健全育成事業を行うため、日立市立小学校に放課後児童クラブを設置する。ただ

し、他の方法により児童の健全な育成を図ることができると認められる場合は、この限りでない。 

（対象児童） 

第３条 放課後児童クラブに入所できる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 日立市立小学校に就学している児童 

(2) 保護者の就労、疾病等の理由により適切な養育が受けられない児童 

２ 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認める児童は、放課後児童クラブに入所すること

ができる。 

（開所時間） 

第４条 放課後児童クラブの開所時間は、当該小学校の授業終了時から午後６時までとする。ただし、

日立市立学校管理規則（昭和３９年日立市教育委員会規則第５号。第１５条第２項において「学校

管理規則」という。）第３条に規定する学校の休業日における放課後児童クラブの開所時間は、午

前８時から午後６時までとする。 

２ 前項の開所時間は、児童の出席状況その他特別な理由があるときは変更することができる。 

３ 開所前及び閉所後においては、利用者の希望により、延長保育を行うことができる。 

（休所日） 

第５条 放課後児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認め

るときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。 

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(2) ８月１３日から８月１６日まで 

(3) １２月２９日から翌年１月３日まで 

（運営協議会） 

第６条 放課後児童クラブに運営協議会（以下この条において「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、地域住民、学校関係者、入所児童の保護者等で構成する。 

３ 協議会に、会長、副会長、書記、会計及び監事を置く。 
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４ 協議会は、その運営に関し会則を定めるものとする。 

５ 協議会の会議は、総会及び役員会とする。 

６ 総会は、放課後児童クラブの会則の変更、役員の選出、予算決算その他必要な事項について審議

する。 

７ 役員会は、総会に付すべき事項その他運営上必要な事項について審議する。 

（運営方針等） 

第７条 放課後児童クラブは、児童の生活指導に配慮しながら学習、文化活動、体育、レクリエーシ

ョンその他の児童の健全な育成に資する活動を行う。 

２ 前項の児童の健全な育成に資する活動は、次に掲げる事項に留意して行う。 

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図ること。 

(2) 学習意欲の向上を図ること。 

(3) 各種活動へ意欲的に取り組む態度を醸成すること。 

(4) 遊びを通して自主性、社会性及び創造性を養うこと。 

(5) 児童の活動状況の把握及び家庭との情報交換を行うこと。 

(6) その他児童の健全な育成に必要なこと。 

（職員の研修） 

第８条 教育長は、放課後児童クラブの職員（以下「職員」という。）に対し、児童の健全な育成に

必要な知識及び技術に関する研修を行うものとする。 

（入所の申込み） 

第９条 放課後児童クラブの入所の申込みは、入所を希望する日の２週間前までに、保護者から教育

長に、放課後児童クラブ入所申込書（様式第１号。以下この条及び次条において「申込書」という。）

に次に掲げる書類を添えて提出することにより行うものとする。 

(1) 家庭状況申立書兼調査票（様式第２号） 

(2) 次表に掲げる区分に応ずる書類 

区分 書類 

放課後児童クラブへの入所を必要とする理由が就

労である場合 

就労（就労見込）証明書 

放課後児童クラブへの入所を必要とする理由が疾

病又は障害である場合 

申立書（様式第３号）及び被看護者に係る診断書、

身体障害者手帳等の写し 

放課後児童クラブへの入所を必要とする理由が介

護である場合 

申立書及び被介護者に係る診断書、介護保険被保

険者証等の写し 

放課後児童クラブの入所を必要とする理由が就学

である場合 

在学証明書、学生証等の写し 
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保護者等が属する世帯が生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）の規定による被保護世帯（単給

世帯を含む。以下同じ。）である場合 

当該被保護世帯であることを証する書類 

保護者等が属する世帯が母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和３９年法律第１２９条）第６条第１

項に規定する配偶者のない女子又は同条第２項に

規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養して

いる者の世帯 

当該世帯であることを証する書類 

(3) その他教育長が必要と認める書類 

２ 教育長は、前項の規定による申込みがあったときは、内容を審査した上、入所の可否を決定し、

放課後児童クラブ入所承認通知書（様式第４号）又は放課後児童クラブ入所待機通知書（様式第５

号）により保護者に通知するものとする。 

３ 申込書提出後入所するまでの間に、放課後児童クラブへの入所申込みを取り下げる場合は、保護

者から教育長に放課後児童クラブ入所申込取下届（様式第６号）を提出するものとする。 

（申込事項変更の届出） 

第１０条 放課後児童クラブへの入所を承認された児童の保護者は、申込書の記載事項に変更が生じ

た場合は、放課後児童クラブ入所申込事項変更届（様式第７号）により、速やかにその旨を教育長

に届け出るものとする。 

２ 前項の規定による届出は、前条第１項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて行う

ものとする。 

３ 教育長は、第１項の規定による届出があった場合は、内容を確認し、保護者負担金（以下「負担

金」という。）の額を変更する必要があるときは、放課後児童クラブ入所承認変更通知書（様式第

８号）により、保護者に通知するものとする。 

（退所の手続） 

第１１条 放課後児童クラブの退所の手続は、退所を希望する日の５日前までに、保護者から教育長

に放課後児童クラブ退所届（様式第９号）を提出することにより行うものとする。 

２ 教育長は、前項の規定に基づき放課後児童クラブ退所届が提出されたときは、内容を確認した上

退所を決定し、放課後児童クラブ退所通知書（様式第１０号）により保護者に通知するものとする。 

（休所の手続） 

第１２条 けが、疾病等により放課後児童クラブを連続して１月以上休所する場合（夏季休業日の全

期間を休所する場合を含む。）の手続は、休所を希望する期間の初日の５日前までに、保護者から

教育長に放課後児童クラブ休所届（様式第１１号）を提出することにより行うものとする。 

２ 教育長は、前項の規定に基づき放課後児童クラブ休所届が提出された場合は、内容を確認し、負
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担金の額を変更する必要があるときは、放課後児童クラブ入所承認変更通知書により、保護者に通

知するものとする。 

（入所承認の取消し） 

第１３条 教育長は、次のいずれかに該当する場合は、当該児童の放課後児童クラブへの入所の承認

を取り消すことができる。 

(1) 児童が第３条第１項に規定する対象児童でなくなった場合 

(2) 保護者が放課後児童クラブの利用に係る負担金を第１５条に規定する納付期限までに納入し

なかった場合 

(3) 偽りその他不正の手段によって入所の承認を受けた場合 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、入所の承認の取消しが適当と認められるとき。 

２ 教育長は、前項の規定に基づき入所の承認を取り消したときは、放課後児童クラブ入所承認取消

通知書（様式第１２号）により、その旨を保護者に通知するものとする。 

（利用の停止） 

第１４条 教育長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該児童の放課後児童クラブ

の利用を停止することができる。 

(1) 疾病等により利用に適さないと認めたとき。 

(2) その他放課後児童クラブの運営上支障があると認められるとき。 

２ 教育長は、前項の規定に基づき利用の停止を決定したときは、放課後児童クラブ入所承認変更通

知書により、その旨を保護者に通知するものとする。 

（負担金の納付） 

第１５条 保護者は、児童が放課後児童クラブを利用する月の末日までに、当該月分の負担金を納付

しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、保護者は、夏季休業日（学校管理規則第３条第１項第１号の夏季休業

日をいう。別表において同じ。）のみに入所する場合の負担金については入所決定後速やかに、延

長保育に係る負担金については利用時に、それぞれ納付しなければならない。 

（負担金の額） 

第１６条 前条の負担金の額は、別表のとおりとする。 

（負担金の減免） 

第１７条 教育長は、保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、負担金を減額又は免

除することができる。 

(1) 地震、風水害、火災その他の災害を受けたとき。 

(2) その他特別の理由があるとき。 

２ 前項の規定に基づき、負担金の減額又は免除を受けようとする保護者は、教育長に放課後児童ク

ラブ負担金減免申請書（様式第１３号）を提出しなければならない。 
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３ 教育長は、前項の規定に基づき放課後児童クラブ負担金減免申請書が提出された場合は、審査の

上、減免の可否を決定し、放課後児童クラブ負担金減免決定（却下）通知書（様式第１４号）によ

り、その旨を保護者に通知するものとする。 

（負担金の返還） 

第１８条 既納の負担金は、返還しない。ただし、教育長が相当の理由があると認めた場合は、この

限りでない。 

（実費負担） 

第１９条 保護者は、負担金のほか、児童の放課後児童クラブ利用に伴う傷害保険料、間食代等の実

費を負担するものとする。 

（虐待等の防止） 

第２０条 職員は、入所児童に対する虐待やいじめの防止に努めるものとする。 

２ 職員は、児童が虐待やいじめを受けているおそれがあると認めたときは、必要に応じて関係機関

に連絡し、その状況を教育長に報告しなければならない。 

（非常災害対策） 

第２１条 教育長は、地震、風水害、火災その他の災害の発生時における関係機関への通報、避難誘

導、救護活動等について、職員を対象とする研修を行うものとする。 

２ 職員は、定期的に、消火用具、非常口等の設備の点検を行うとともに、避難、救護等に関する訓

練を行わなければならない。 

（事故発生時の対応等） 

第２２条 教育長は、緊急時における対応方法について、職員を対象とする研修を行うとともに、こ

れを記載した書類を放課後児童クラブに備えるものとする。 

２ 職員は、放課後児童健全育成事業の実施に伴い、事故が発生したときは、速やかに教育長、保護

者、関係機関等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。 

（損害賠償） 

第２３条 放課後児童クラブの施設又は附属設備を汚損し、破損し、又は滅失した者は、教育長の指

示に従い、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育長がや

むを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。 

（書類の管理） 

第２４条 放課後児童クラブに、次に掲げる書類を備える。 

(1) 児童名簿（様式第１５号） 

(2) 児童出席簿（様式第１６号） 

(3) 勤務管理表（様式第１７号） 

(4) 活動状況報告書（様式第１８号） 

(5) 日誌（様式第１９号） 
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２ 職員は、前項第２号、第４号及び第５号に掲げる書類を１月ごとに取りまとめ、当該月の翌月５

日までに教育長に報告するものとする。 

３ 第１項各号に掲げる書類の保存期間は、１０年とする。 

（委任） 

第２５条 この要綱に定めるもののほか、日立市が小学校において放課後児童健全育成事業を実施す

ることに関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年７月１日から適用する。 

別表（第１６条関係） 

１ 毎月の負担金 

階層 世帯区分 負担金額（月額） 

８月以外の月 ８月 

A 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第３０号）による支援給

付受給世帯 

無料 無料 

B 市町村民税非課税世帯のうち母子世帯等及び在

宅障害児（者）世帯 

C 市町村民税非課税世帯（B階層を除く。） ２，０００円 ４，０００円 

D 市町村民税課税世帯のうち均等割のみの世帯 

E 市町村民税課税世帯（D階層を除く。） ４，０００円 ８，０００円 

２ 夏季休業日の特例 

(1) 夏季休業日全期間の休所の届出があった場合の負担金 

階層 世帯区分 負担金額 

７月 ８月 

A 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律による支援給付受給世帯 

無料 無料 

B 市町村民税非課税世帯のうち母子世帯等及び

在宅障害児（者）世帯 

C 市町村民税非課税世帯（B階層を除く。） １，０００円 無料 
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D 市町村民税課税世帯のうち均等割のみの世帯 

E 市町村民税課税世帯（D階層を除く。） ２，０００円 無料 

(2) 夏季休業日のみの入所の決定があった場合の負担金 

階層 世帯区分 負担金額 

A 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律による支援給付受給世帯 

無料 

B 市町村民税非課税世帯のうち母子世帯等及び在宅障害児（者）世帯 

C 市町村民税非課税世帯（B階層を除く。） ５，０００円 

D 市町村民税課税世帯のうち均等割のみの世帯 

E 市町村民税課税世帯（D階層を除く。） １０，０００円 

３ 延長保育に係る負担金 

３０分までごとに１１０円 

（注） 

１ この表に掲げる世帯の定義は次のとおりとする。 

(1) 母子世帯等 

母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第１項に規定する配偶者のない女子又は同条第２

項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を扶養している者の世帯をいう。 

(2) 在宅障害児（者）世帯 

次に掲げる者のいずれかを有する世帯をいう。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障害者手帳の交付を受

けている者 

イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年厚生省発児第１５６号）に規定する療育手帳の交付を受

けている者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条に規

定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に規定する特別

児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている者 

オ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に規定する障害基礎年金の支給を受けている

者 

カ 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第９７条に規定す

る福祉手当の支給を受けている者 

２ C階層からE階層までの世帯であって、同一世帯から２人以上の児童が入所している場合は、
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２人目以降の負担金（延長保育に係る負担金を除く。）の額は２分の１の額とする。 

３ 月の途中で入所又は退所した場合における負担金の額は、月額の全額とする。 

４ 世帯区分に変更が生じた場合における変更後の負担金の額の適用については、次の各号に掲

げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 増額となる場合 変更となる事由が生じた月の翌月分から 

(2) 減額となる場合 第１０条第２項の規定による届出のあった月の翌月分から 
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様式第１号（第９条関係） 

様式第２号（第９条関係） 

様式第３号（第９条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第１０条関係） 

様式第８号（第１０条関係） 

様式第９号（第１１条関係） 

様式第１０号（第１１条関係） 

様式第１１号（第１２条関係） 

様式第１２号（第１３条関係） 

様式第１３号（第１７条関係） 

様式第１４号（第１７条関係） 

様式第１５号（第２４条関係） 

様式第１６号（第２４条関係） 

様式第１７号（第２４条関係） 

様式第１８号（第２４条関係） 

様式第１９号（第２４条関係） 

 


